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20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

　

国
民
年
金
は
、
年
を
と
っ
た
と
き
、

病
気
や
事
故
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
、

家
族
の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
、

働
い
て
い
る
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う

と
い
う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

　

国
民
年
金
は
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の

人
は
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
20
歳
に
な
っ
た
ら
忘
れ
ず
に
国

民
年
金
の
加
入
手
続
き
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
す
で
に
就
職
し
て
厚
生
年

金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、

第
２
号
被
保
険
者
と
し
て
国
民
年
金
に

も
加
入
し
て
い
ま
す
の
で
、
手
続
き
は

不
要
で
す
。

●
国
民
年
金
の
ポ
イ
ン
ト

・
将
来
の
大
き
な
支
え
に
な
り
ま
す

　

国
が
責
任
を
も
っ
て
運
営
す
る
た
め
、

安
定
し
て
お
り
、
年
金
の
給
付
は
生
涯

に
わ
た
っ
て
保
障
さ
れ
ま
す
。

・
老
後
の
た
め
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

　

年
を
と
っ
た
と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
も
あ
り
ま
す
。

障
害
年
金
は
、
病
気
や
事
故
で
障
害
が

残
っ
た
と
き
に
受
け
取
れ
ま
す
。
ま
た
、

遺
族
年
金
は
加
入
者
が
死
亡
し
た
場
合
、

そ
の
加
入
者
に
よ
り
生
計
を
維
持
さ
れ

て
い
た
遺
族
（「
子
の
あ
る
配
偶
者
」
や

「
子
」）
が
受
け
取
れ
ま
す
。

● 「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と
「
納
付
猶

予
制
度
」　

・
学
生
納
付
特
例
制
度

　

学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い

た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の

場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

・
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
で
、
ご

本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

な
お
、
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
年
金

を
受
け
る
た
め
の
資
格
期
間
に
算
入
さ

れ
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反

映
し
ま
せ
ん
。
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
る
た
め
に
は
、
10
年
以
内
に
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
（
追
納
）が
必
要
で
す
。

　

学
生
納
付
特
例
制
度
な
ど
を
申
請
さ

れ
る
方
は
、
役
場
の
国
民
年
金
担
当
係

ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

渋
川
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課（
☎
０

２
７
９
・
２
２
・
１
６
０
７
）

放
送
大
学

入
学
生
募
集
の
お
知
ら
せ

　

放
送
大
学
は
、
10
月
入
学
生
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

　

10
代
か
ら
90
代
の
幅
広
い
世
代
、
約

９
万
人
の
学
生
が
、大
学
を
卒
業
し
た
い
、

学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、
様
々
な
目

的
で
学
ん
で
い
ま
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・
文

学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、
約
300
の

幅
広
い
授
業
科
目
が
あ
り
、
１
科
目
か

ら
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

全
国
に
学
習
セ
ン
タ
ー
が
設
置
さ
れ

て
お
り
、
サ
ー
ク
ル
活
動
な
ど
の
学
生

の
交
流
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

資
料
を
無
料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。
お

気
軽
に
放
送
大
学
群
馬
学
習
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
２
７
・
２
３
０
・
１
０
８
５
）ま
で

ご
請
求
く
だ
さ
い
。

　

出
願
期
間
は
、
第
１
回
は
８
月
31
日

ま
で
、
第
２
回
は
９
月
15
日
ま
で
で
す
。

令
和
２
年
度
群
馬
県
計
量

啓
発
標
語
の
募
集
に
つ
い
て

　

群
馬
県
計
量
検
定
所
で
は
、
広
く
県

民
の
方
々
に
正
確
な
計
量
へ
の
意
識
を

高
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
計
量
啓
発
標

語
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
テ
ー
マ

・�

正
し
い
計
量
の
大
切
さ
を
呼
び
か
け

る
作
品

・�

適
正
な
計
量
器
が
使
用
・
流
通
さ
れ

る
こ
と
を
促
す
作
品

●
募
集
規
定

・
自
作
で
未
発
表
の
作
品

・
１
人
２
作
品
ま
で
応
募
可

・�

著
作
権
は
群
馬
県
計
量
検
定
所
に
帰

属
し
ま
す

●
賞　

入
選
２
点

※
図
書
カ
ー
ド
２
千
円
分
を
贈
呈

●
発
表　

令
和
２
年
９
月（
予
定
）

※
入
賞
者
に
は
、
書
面
で
通
知
し
ま
す

●
応
募
資
格　

県
内
に
在
住
す
る
人

● 

応
募
期
間　

令
和
２
年
７
月
27
日

（
月
）〜
９
月
４
日（
金
）必
着

● 

応
募
方
法　

郵
送
又
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

※�

応
募
作
品
、
住
所
、
氏
名
、
職
業（
学
年
）、

電
話
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
計

量
検
定
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
応
募

用
紙
が
入
手
出
来
ま
す（h

ttp://w
w
w
.

pref.gunm
a.jp/ 07/z5000001.htm

l

）

● 

そ
の
他　

入
選
作
品
は
計
量
標
語
ポ

ス
タ
ー
に
使
用
さ
れ
る
ほ
か
、
普
及

啓
発
資
料
等
に
活
用
さ
れ
ま
す

● 

応
募
先
・
問
い
合
わ
せ

　

�

群
馬
県
計
量
検
定
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